
事業仕分け（１１月１６日実施）についての報告 
 

●結果 

      事業名 

 

評価 

①路線バス（安八

穂積線）運行負担

金事業 

②霊きゅう車 

運行事業 

③長寿者への

褒賞金交付事

業 

1.現状のまま継続 - - - 

2.改善しながら継続 - - 3 

3.事業規模拡大 - - - 

4.事業規模縮小 2 1 5 

5.事業休止 3 1 - 

6.事業廃止 3 6 - 

 

●審議会の採決を受けて市の方針 

 

①路線バス（安八穂積線）運行負担金事業 

事業廃止（令和７年９月末予定） 

・廃止について関係機関（安八町、名阪近鉄バス）との協議の結果廃止が決定。 

 

②霊きゅう車運行事業 

事業廃止（令和７年２月末予定） 

・車両は入札にて売却する（令和７年３月車検期間満了）。 

・６月議会にて条例改正予定。 

   

③長寿者への褒賞金交付事業 

  事業規模縮小（令和７年度から） 

・現金交付はなしとし、すべて振興券にする。 

・88 歳 10,000 円→5,000 円、99 歳 100,000 円→50,000 円 

 ・６月議会にて条例改正予定。 

  

※事業廃止としたもの以外（今回は③）については、３年後再度事業仕分けにて再

評価を実施する。 

 

上記については、議会常任委員会にて報告します 

２月７日  総務委員会で報告 

２月１４日 文教厚生委員会で報告予定 

 

資料２


